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松川町役場 松川町元大島3823
      ☎ 0265-36-3111（代表）
   FAX 0265-36-5091
まつかわカレンダー発⾏
 まちづくり政策課 ☎36-7014

広報 松川町

まつかわカレンダーまつかわカレンダー 月

令和5年

6
⽇ 月 ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

松川町ホームページ

古 町
上新井
名 子

古新聞

上大島
上片桐
 生 田

古新聞上大島
上片桐
 生 田

古雑誌上大島
上片桐
 生 田

上大島
上片桐
 生 田

古 町
上新井
名 子

古 町
上新井
名 子

⾦物全地区

全地区

古 町
上新井
名 子

古雑誌

ガラスビン・ペットボトル
全地区

7:00〜8:00

福祉医療費⽀給⽇
児童手当⽀給⽇
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夜間窓口
 19:00まで

くらしの相談会
9:00〜 12:00
えみりあ

よみまいカー運⾏⽇

資料館休館⽇
図書館休館⽇

資料館休館⽇
図書館休館⽇

資料館休館⽇
図書館休館⽇

資料館休館⽇
図書館休館⽇

YOU …チャンネル・ユー ニュース更新⽇

ノンタンの会
10:30〜 

上下⽔道料⾦口座振替⽇

町税等口座振替⽇

⼟曜窓口
マイナンバーカード
受取窓口
8︓30〜正午

上下⽔道料⾦納期限

上下⽔道料⾦口座振替⽇
(5月分)

町税等口座振替⽇(5月分)
町税等納期限(5月分)

上下⽔道料⾦納期限(5月分)

いちごサロン
10:15〜 12:15
ぷらっと

町税等納期限

男と⼥いきいき講座
13:30~
えみりあ

夜間窓口
 19:00まで

よみまいカー運⾏⽇

栽培研修会
 
＊時間と場所はみらい
までお問合せください 

⼟曜窓口
マイナンバーカード
受取窓口
8︓30〜正午

ノンタンの会
10:30〜 

男⼥共同参画講座
13:30〜
えみりあ

まつかわ講座
「部奈ミソベタ層」講演会
10:30〜
えみりあ

まつかわ大学
第18期第1講座
13:30〜
えみりあ

子育て講座
〜子どもの⾔葉を
 楽しく育てるには〜
10:00〜 11:00
おひさま
※普段おひさまを利⽤して
 いない方も参加可能
※町内外関係なく参加可能

活き生きウォキング
19:00~
町⺠体育館

栽培研修会
 
＊時間と場所はみらい
までお問合せください 

夜間窓口
 19:00まで

○6月の町税諸費等︓町県⺠税・国保税・後期⾼齢者医療保険料・介護保険料・保育料・児童館利⽤料（口座振替︓30⽇）・上下⽔道料（口座振替︓27⽇）
○燃やすごみの排出⽇︓⽇・⽕・⽊曜⽇（生東地区は⽇・⽊曜⽇） ○次回の新聞折り込み予定⽇︓6月25⽇（⽇）

結婚相談
15:00〜18:00
社会福祉センター

2歳半児相談
3歳児健診

1歳半児健診

12カ月児相談
10カ月児相談

7カ月児相談
4カ月児健診

図書館おたのしみ会
10:30〜 

清流苑休館⽇

清流苑休館⽇

清流苑休館⽇

清流苑休館⽇

議会 本会議
(開会・総括質疑)
13:00〜 議場

総務産業建設常任委員会
9:30~ 議場

議会 本会議
(最終⽇)
13:00〜 議場

議会 本会議
(一般質問)
9:30〜 議場

社会文教常任委員会
9:30〜 議場

人権に関する相談
10:00〜15:00
社会福祉センター

町内河川一⻫清掃
7:00~11:00

松川町図書館 蔵書点検のため休館︓6月11⽇（⽇）〜21⽇(⽔)

資料館休館⽇
図書館休館⽇
清流苑休館⽇

7カ月児相談
4カ月児健診



掲載希望の方へ ●7月版に掲載したい情報は 6月12日までに  メール（seisaku@town.matsukawa.lg.jp）または FAX（36-5091）にてお願いします。
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まつかわら版まつかわら版 月
6

公⺠館の催し

町からのおしらせ

問合せ︓㈱チャンネル・ユー
     ☎36-2152

12ch番組案内YOU

○松川町議会6月定例会 本会議生中継
 6月13日 開会・総括質疑（13︓00〜）
 6月26日 ⼀般質問（9︓30〜）
 6月29日 最終日（13︓00〜）
  
 ※このほか全員協議会・委員会は録画放送で
  お送りします。

チャンネル・ユー
Instagram

渋滞緩和のため、⼀方通⾏とさせていただきます。ご理解ご協⼒をお願いします。

収集場所︓樫原旧一般廃棄物最終処分場
    ・入口→上片桐方面から（左折） ・出口→大島方面へ（左折）
              問合せ︓住⺠税務課 環境係 ☎36-7046

粗大ごみ・小型家電 収集
9︓00〜11︓00  一方通⾏にご協⼒ください︕6/4 ⽇

6/24 ⼟

場 所︓中央公⺠館えみりあ   
講 師︓能條桃子さん
時 間︓13︓30開演（予定）
申込み不要・⼊場無料です。⻑野県男⼥共同参画センターと共催し、
松川町がサテライト会場となっています。（講師は来場しません）
                 
                  問合せ︓中央公⺠館 ☎36-2622

  【男⼥共同参画講座】
”政治分野のジェンダー不平等、
 わたしたちの世代で解消を”

井⼾⽔等の⽔質検査について
井⼾⽔等の個⼈等で管理している飲料⽔を対象に⽔質検査の受付をします。

●受付期間︓令和5年6月16日（⾦）〜令和5年6月28日（⽔）
●検査実施日︓令和5年6月29日（⽊）

詳しくは、建設⽔道課へお問合せください。

【新型コロナワクチン接種】
令和5年春開始接種

基礎疾患等を有する方の接種希望受付について

       問合せ︓建設⽔道課 料⾦経理係 ☎36-7026

松川町議会 令和5年 第2回定例会 (6月) ⽇程
会 期︓6月13⽇〜6月30⽇(18⽇間) 問合せ︓議会事務局 ☎367020 

期 日 時 間 会 議 名

  6月 13日（火） 13︓00〜 本会議 開会（総括質疑）

  6月 13日（火）

  6月 19日（月） 9︓30〜
委員会審議 社会文教常任委員会  6月 21日（⽔） 9︓30〜
委員会審議 総務産業建設常任委員会

本会議 ⼀般質問  6月 26日（月）   9︓30〜
本会議 再開  6月 29日（⽊） 13︓00〜

令和5年春開始接種の対象者のうち、次に該当される方は接種希望の申告
が必要になります。4月の調査で申告されていない方で接種を希望される
方はお電話でお申込みください。

【対象者】 ①基礎疾患等を有する方
      ②重症化リスクが高いと医師が認めた方
※接種期間は、令和5年8月31日までです。お早めにお申込みください。

【申込先】 役場保健福祉課 保健予防係 （受付時間︓ 8:30〜17:15）

問合せ︓保健福祉課 保健予防係 ☎36-7034

6/17 ⼟

場 所︓中央公⺠館 えみりあホール  
講 師︓⽟置妙憂さん
時 間︓13︓30開講（12︓45開場）
聴講料︓500円（⾼校生以下無料）
                 問合せ︓中央公⺠館 ☎36-2622

 まつかわ大学 第18期 第1講座
  “生き方、逝き方に向き合う”

6/18 ⽇ 第１回まつかわ講座 講演会
”部奈の埋もれ⽊跡のあるミソベタ層”

松川町の歴史や文化・自然に関わる様々なテーマを取り上げる「まつかわ
講座」を開講します。第1回⽬は、令和5年2月に新しく町の天然記念物に
指定された「部奈の埋もれ⽊跡のあるミソベタ層」について専⾨家の先⽣
からお話をお聞きし、部奈の⼤地の特異性に迫ります。
                     
時 間︓10︓30〜（10︓00開場）
講 師︓坂本正夫さん（飯田市美術博物館客員研究員）
会 場︓中央公⺠館 えみりあホール
申込み不要・⼊場無料です。お気軽にご参加ください。

     問合せ︓松川町教育委員会生涯学習課（資料館） ☎34-0733

令和5年住宅・⼟地統計調査の
調査員の募集について

住宅・⼟地統計調査は、住宅や住宅以外で⼈が居住する建物に関する実態、
住宅・⼟地の保有状況を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らか
にすることで、住⽣活関連施策の基礎資料を得ることを⽬的としています。
統計法に基づく基幹統計調査で、町では11の調査区が指定されています。
町では、令和5年住宅・⼟地統計調査の調査員を募集します。

１.仕事内容︓①担当調査区の範囲や調査対象の確認を実施 
       ②担当の調査対象を訪問し、調査票を配布・回収
               ③回収した調査票など、調査関係書類を審査・整理し、
              町に提出 

２.任命期間︓8月中・下旬〜10月中・下旬の約2か月間を予定。
３.募集人数︓若⼲名
４.報  酬︓およそ45000円〜65000円
      （担当する調査区数によって⾦額の増減があります。）

５.応募条件︓下記すべての要件に該当する方。
      ●⼼⾝ともに健康で、責任をもって調査事務を遂⾏できる方
      ●20歳以上の方（税務・警察・選挙活動に直接関係のない方）
      ●反社会的勢⼒と関わりのない方
      ●調査上知り得た秘密を守れる方
      （調査員には統計法第41条で守秘義務が課されています。）

６.応募方法︓必要事項を記⼊した⽤紙を役場まちづくり政策課へ
       郵送または持参またはメール
７.応募締切︓6月30日（⾦）必着

         問合せ︓まちづくり政策課 企画調整係 ☎36-7014

mailto:seisaku@town.matsukawa.lg.jp

